
オンライン講習受講規約 

 

双葉電子工業株式会社 無人航空機登録講習機関（以下「当スクール」という）は、オン

ライン学科講習(以下「本講習」という)の受講利用について、以下の通り規約を定めま

す。本講習を利用しようとする者(以下「受講者」という)は、本規約への同意が必要とな

ります。また、受講者が 18 歳未満の場合は、当スクール指定の方式により親権者の同意

を得た上で本講習を受講するものとします。 

 

第1条 (オンライン学科講習の定義) 

ここでいう「本講習」とは、当スクールが受講者に対して、オンライン上で学科

講習を実施するものをいいます。 

 

第2条 (修了確認試験) 

修了確認試験とは、本講習修了時に、本講習の効果を測定するために行う試験を

いいます。受講者は、修了審査実施前に修了確認試験を受験し、当スクール指定

の合格基準を満たす必要があります。なお、合格基準を満たさず再試験となった

場合には、受講者は、再試験費用として、6,050 円（税込）/回の追加費用を支払

う必要があります。 

 

第3条 (受講環境の整備責任) 

本講習はパソコン・スマートフォン・タブレット等の情報端末（インターネット

接続が必要です）により受講ができます。受講環境の整備は受講者自身の責任で

行うものとし、当スクールは、受講者の受講環境について一切関与せず、また、

あらゆる責任を負いません。 

 

第4条 (受講時間) 

本講習は当スクール指定の学科時間割に沿って受講することができます。 

 

第5条 (受講上の注意点) 

1. 本講習にかかるコンピュータシステム、通信回線等の不具合やその他事由によ

り、講習が中断し、学科時間割に定められた各講座の所定の受講時間が確保され

なかった場合は、受講が無効となり改めて受講していただくことがあります。こ

の場合に受講者に生じる損害について、当スクールは一切の責任を負いません。 

2. 以下の項目に該当した場合は受講が無効となり、当該講習を最初から再受講す

る必要があります。これにより生じる受講者の損害について、当スクールは一切

の責任を負いません。 



①本人確認（顔認証等）において受講者本人であると確認できなかった場合 

②不正行為や受講状況が不適切だと判断された場合（居眠り・離席・飲食・喫煙

等） 

③受講者側の通信環境等により継続的に動画視聴を完了できなかった場合 

3. 受講者は、以下に該当する行為を行ってはならないものとします。以下に掲げ

る行為により当スクール又は第三者に損害が生じた場合、受講者は全ての法的責

任を負うものとします。 

①なりすまし行為又は詐欺行為 

②当スクール又は第三者のあらゆる権利を侵害する行為 

③講習動画を録画、録音、ダウンロードまたは SNS 等にアップロードする行為 

④その他、当スクールが不適切と判断する行為 

4.本講習において配信する講習動画は、受講者による巻き戻し・早送り・一時停

止の操作はできません。 

 

第6条 出席確認 

当スクール所定の方式に従って受講確認をして頂きます。出席確認および本人確

認が実施できない場合は本講習の受講が認められません。 

 

第7条 その他 

この利用規約は、事前の予告なく改定が行われることがあります。なお、改定が

あった場合は当スクールが適切と判断する方法で受講者に通知するものとし、そ

れ以降は受講者が本講習を利用した時、本規約改定に同意したとみなします。 

  



オンライン講習受講規約に同意し、オンライン学科講習を受講します。 

 

年     月    日  

 

署名：              

 

            (18 歳未満の場合)親権者署名：              

 


